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一

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
二
節
の
二

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
（
第
八
条
の
四
―
第
八
条
の

（
新
設
）

六
）

第
二
節
の
三

建
築
基
準
関
係
規
定
（
第
九
条
）

第
二
節
の
二

建
築
基
準
関
係
規
定
（
第
九
条
）

第
二
節
の
四

特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
等
（
第
九
条
の
二
・
第
九
条
の
三

（
新
設
）

）

第
三
節
～
第
五
節

（
略
）

第
三
節
～
第
五
節

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
三
章

構
造
強
度

第
三
章

構
造
強
度

第
一
節

総
則
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
四
）

第
一
節

総
則
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
三
）

第
二
節
～
第
八
節

（
略
）

第
二
節
～
第
八
節

（
略
）

第
四
章
～
第
七
章
の
六

（
略
）

第
四
章
～
第
七
章
の
六

（
略
）

第
七
章
の
七

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
等
の
登
録
手
数
料

第
七
章
の
七

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の
登
録
手
数
料

第
七
章
の
八
～
第
七
章
の
十

（
略
）

第
七
章
の
八
～
第
七
章
の
十

（
略
）

第
八
章

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
等
（
第
百
三
十
七
条
―
第
百
三

第
八
章

既
存
の
建
築
物
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
等
（
第
百
三
十
七
条
―
第
百
三

十
七
条
の
十
九
）

十
七
条
の
十
八
）

第
九
章
・
第
十
章

（
略
）

第
九
章
・
第
十
章

（
略
）

附
則

附
則

（
合
格
公
告
及
び
通
知
）

（
合
格
公
告
及
び
通
知
）
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第
六
条

国
土
交
通
大
臣
（
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
（
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同

項
の
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
（
以
下
「
指
定
建
築
基
準
適
合

項
の
指
定
資
格
検
定
機
関
（
以
下
「
指
定
資
格
検
定
機
関
」
と
い
う
。
）
）
は
、

判
定
資
格
者
検
定
機
関
」
と
い
う
。
）
）
は
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
公
告
し
、
合
格
し
た

に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
公
告
し
、
合
格
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

（
受
検
の
申
込
み
）

（
受
検
の
申
込
み
）

第
八
条
の
二

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
（
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格

第
八
条
の
二

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
（
指
定
資
格
検
定
機
関
が
行
う
も

者
検
定
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
受
検
の
申
込
み
は
、
住
所
地
又
は
勤
務

の
を
除
く
。
）
の
受
検
の
申
込
み
は
、
住
所
地
又
は
勤
務
地
の
都
道
府
県
知
事
を

地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
受
検
手
数
料
）

（
受
検
手
数
料
）

第
八
条
の
三

（
略
）

第
八
条
の
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
受
検
手
数
料
で
あ
つ
て
指
定
建
築
基
準
適

３

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
受
検
手
数
料
で
あ
つ
て
指
定
資
格
検
定
機

合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
納
付
す
る
も
の
の
納
付
の
方
法
は
、
法
第
七
十
七
条

関
に
納
付
す
る
も
の
の
納
付
の
方
法
は
、
法
第
七
十
七
条
の
九
第
一
項
の
資
格
検

の
九
第
一
項
の
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

定
事
務
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

よ
る
。

第
二
節
の
二

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定

（
新
設
）

（
受
検
資
格
）

（
新
設
）

第
八
条
の
四

法
第
五
条
の
四
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
構
造
設
計
の
業
務
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二

法
第
六
条
第
四
項
若
し
く
は
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
審
査
又
は
法

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
た
め
の
審
査
の
業
務
（
法
第
二
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
の
業
務
を
含
む
も

の
に
限
る
。
）

三

建
築
物
の
構
造
の
安
全
上
の
観
点
か
ら
す
る
審
査
の
業
務
（
法
第
六
条
の
三

第
一
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
国
土
交
通
大

臣
が
同
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を

要
す
る
と
認
め
た
も
の

（
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
基
準
等
）

（
新
設
）

第
八
条
の
五

法
第
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
は

、
建
築
士
の
設
計
に
係
る
建
築
物
の
計
画
が
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の

審
査
を
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
に
つ
い
て
行
う
。

２

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
は
構
造
計
算
適
合
判
定
資

格
者
検
定
に
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定

委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
中
「
建
築
行

政
又
は
確
認
検
査
の
業
務
若
し
く
は
第
二
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
又
は
第
八
条
の

四
各
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
一
項
の
建
築
基
準
関

係
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
構
造
計
算
基
準

及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
」
と
、
第
五
条
第
一
項
中
「
毎
年
」
と
あ
る
の

は
「
三
年
に
」
と
、
第
六
条
中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条

の
五
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
受
検
手
数
料
）

（
新
設
）
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第
八
条
の
六

法
第
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
の
三
第
一
項

の
受
検
手
数
料
の
額
は
、
三
万
四
千
円
と
す
る
。

２

第
八
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
受
検
手
数
料
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
十
七
条
の
九
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
七
条
の
十
七
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

七
十
七
条
の
九
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
の
三

（
略
）

第
二
節
の
二

（
略
）

第
二
節
の
四

特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
等

（
新
設
）

（
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
）

（
新
設
）

第
九
条
の
二

法
第
六
条
の
三
第
一
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
第
八
十
一

条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条

第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
又
は
同

項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安

全
性
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
特
定
構
造
計
算
基
準
及
び
特
定
増
改
築
構

（
新
設
）

造
計
算
基
準
）

第
九
条
の
三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
特
定
構
造
計
算

基
準
及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
並
び
に
法
第
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
の

政
令
で
定
め
る
特
定
構
造
計
算
基
準
及
び
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
は
、
第
八

十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
構
造
計
算
で
、
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号

イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ

と
と
す
る
。
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第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
十
条

法
第
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六

第
十
条

法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六

条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
及
び
法
第
八
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
次
の
各
号
（
法
第
八
十
七
条
第

る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
規
定
は
、
次
の
各
号
（
法
第
八
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
、
法
第
八
十
七

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
、
法
第
八
十
七

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規

同
じ
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規

定
と
す
る
。

定
と
す
る
。

一

法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
そ
の
認
定
型
式

一

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
そ
の
認
定
型
式

に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
が
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る

に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
が
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る

も
の
で
あ
る
も
の

同
号
に
掲
げ
る
規
定

も
の
で
あ
る
も
の

同
号
に
掲
げ
る
規
定

二

法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
そ
の
認
定
型
式

二

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
、
そ
の
認
定
型
式

に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
が
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
二
号
の
表
の
建

に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
が
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
二
号
の
表
の
建

築
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の

同
表
の
一
連
の
規
定

築
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の

同
表
の
一
連
の
規
定

の
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
建
築
物
の
部
分
の
構
造

の
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
建
築
物
の
部
分
の
構
造

に
係
る
部
分
が
、
当
該
認
定
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
に
適
用
さ
れ
る

に
係
る
部
分
が
、
当
該
認
定
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
に
適
用
さ
れ
る

場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

三

法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
防
火
地
域
及
び
準

三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域
以
外
の
区
域
内
に
お
け
る
一
戸
建
て
の
住
宅
（
住
宅
の
用
途
以
外
の

防
火
地
域
以
外
の
区
域
内
に
お
け
る
一
戸
建
て
の
住
宅
（
住
宅
の
用
途
以
外
の

用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
、
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
以
上
で
あ

用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
、
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
以
上
で
あ

る
も
の
又
は
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
定
め
る

る
も
の
又
は
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
定
め
る

規
定

規
定

イ

法
第
二
十
条
（
第
一
項
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十

イ

法
第
二
十
条
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
一
条
か

一
条
か
ら
法
第
二
十
五
条
ま
で
、
法
第
二
十
七
条
、
法
第
二
十
八
条
、
法
第

ら
法
第
二
十
五
条
ま
で
、
法
第
二
十
七
条
、
法
第
二
十
八
条
、
法
第
二
十
九
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二
十
九
条
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
三
条
、

条
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
三
条
、
法
第
三

法
第
三
十
五
条
か
ら
法
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
及
び
法
第
三
十
七
条
の
規
定

十
五
条
か
ら
法
第
三
十
五
条
の
三
ま
で
及
び
法
第
三
十
七
条
の
規
定

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

法
第
三
十
九
条
か
ら
法
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定

ハ

法
第
三
十
九
条
か
ら
法
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定

の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
法
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
よ
り
規
則

の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
よ
り
規
則

で
定
め
る
規
定

で
定
め
る
規
定

四

法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
前
号
の
一
戸
建
て

四

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
う
ち
前
号
の
一
戸
建
て

の
住
宅
以
外
の
建
築
物

次
に
定
め
る
規
定

の
住
宅
以
外
の
建
築
物

次
に
定
め
る
規
定

イ

法
第
二
十
条
（
第
一
項
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十

イ

法
第
二
十
条
（
第
四
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
一
条
、

一
条
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
二
十
九
条
、
法
第
三
十

法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
二
十
九
条
、
法
第
三
十
条
、
法

条
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
三
条
並
び
に
法

第
三
十
一
条
第
一
項
、
法
第
三
十
二
条
、
法
第
三
十
三
条
並
び
に
法
第
三
十

第
三
十
七
条
の
規
定

七
条
の
規
定

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

法
第
三
十
九
条
か
ら
法
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定

ハ

法
第
三
十
九
条
か
ら
法
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定

の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
法
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
よ
り
規
則

の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
法
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
よ
り
規
則

で
定
め
る
規
定

で
定
め
る
規
定

（
構
造
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
構
造
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築

第
三
十
六
条

法
第
二
十
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に

設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
こ
の
条
か
ら

係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
耐
久
性
等
関
係
規
定
（
こ
の
条
か
ら
第
三
十

第
三
十
六
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第

七
条
ま
で
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項

六
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
九
条
、
第
七

及
び
第
四
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
二
条
（
第
七

十
条
、
第
七
十
二
条
（
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七

条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条

十
九
条
の
四
及
び
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
（
第
七
十
九
条
の
四
に
お

条
（
第
七
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
の

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
九
条
の
三
並
び
に
第
八
十
条
の
二
（
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三
並
び
に
第
八
十
条
の
二
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
基

準
の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
い
う
。
以
下

準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
構
造

同
じ
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に

２

法
第
二
十
条
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築
設
備
に
係
る
技

係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

３

法
第
二
十
条
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
（
建
築

（
建
築
設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま

設
備
に
係
る
技
術
的
基
準
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
の
規

で
の
規
定
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

定
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
準
ず
る
建
築
物
）

（
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
等
に
準
ず
る
建
築
物
）

第
三
十
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次

第
三
十
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
建
築
物
と
す
る
。

る
建
築
物
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
）

（
新
設
）

第
三
十
六
条
の
四

法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が

エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法

の
み
で
接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
部
分
と
す
る
。

第
八
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

第
八
十
一
条

法
第
二
十
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

り
と
す
る
。

る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

２

法
第
二
十
条
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築



- 8 -

る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
る
も

物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で
あ

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

法
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
各
号
及
び
第

３

法
第
二
十
条
第
三
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
各
号
及
び
第
八
十
二

八
十
二
条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安

条
の
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
構
造
計
算
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
に
安
全
性
を

全
性
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た

従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

構
造
計
算
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
削
る
）

４

二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を

伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
前

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
準
耐
火
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
準
耐
火
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
七
条
の
二

法
第
二
条
第
七
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に

第
百
七
条
の
二

法
第
二
条
第
七
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の
火
災

一

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の
火
災

に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る

に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ

時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な

る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

二

壁
、
床
及
び
軒
裏
（
外
壁
に
よ
つ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に

二

壁
、
床
及
び
軒
裏
（
外
壁
に
よ
つ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に

遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
第
百
二

遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
第
百
十

十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常

五
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
四
十
五
分
間
（
非

。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合

耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
軒
裏
（

に
、
加
熱
開
始
後
四
十
五
分
間
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の

外
壁
に
よ
つ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を

あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
軒
裏
（
外
壁
に
よ
つ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防

除
き
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、

火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
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三
十
分
間
）
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温

の
部
分
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋

度
が
可
燃
物
燃
焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
が
可
燃
物
燃
焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

外
壁
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の

三

外
壁
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の

火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
四
十
五
分
間
（
非
耐

火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
四
十
五
分
間
（
非
耐

力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
屋
根
に
あ

力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
屋
根
に
あ

つ
て
は
、
三
十
分
間
）
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷

つ
て
は
、
三
十
分
間
）
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
き
裂
そ
の
他
の
損
傷

を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
防
火
戸
そ
の
他
の
防
火
設
備
）

（
防
火
戸
そ
の
他
の
防
火
設
備
）

第
百
九
条

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
、
法
第
二

第
百
九
条

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
及
び
法
第
六
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
防
火

十
七
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第

設
備
は
、
防
火
戸
、
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
そ
の
他
火
炎
を
遮
る
設
備
と
す
る
。

百
十
条
か
ら
第
百
十
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
六
十
四
条
の
政

令
で
定
め
る
防
火
設
備
は
、
防
火
戸
、
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
そ
の
他
火
炎
を
遮
る
設
備

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
等
と
し
た
建
築
物
の
層
間
変
形
角
）

（
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
の
層
間
変
形
角
）

第
百
九
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
建
築
物
及
び
法
第
二

第
百
九
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
建
築
物
の
地
上
部
分

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
（
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る

の
層
間
変
形
角
は
、
百
五
十
分
の
一
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主

基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
」

要
構
造
部
が
防
火
上
有
害
な
変
形
、
き
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
が
計

と
い
う
。
）
の
地
上
部
分
の
層
間
変
形
角
は
、
百
五
十
分
の
一
以
内
で
な
け
れ
ば

算
又
は
実
験
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
要
構
造
部
が
防
火
上
有
害
な
変
形
、
亀
裂
そ
の
他
の
損

傷
を
生
じ
な
い
こ
と
が
計
算
又
は
実
験
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
大
規
模
の
建
築
物
の
壁
等
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
新
設
）

第
百
九
条
の
五

法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
（
建
築
物
の
構
造

、
建
築
設
備
及
び
用
途
に
応
じ
て
火
災
が
継
続
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
時
間

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等

が
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合

に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
り
、
防
火
上
支
障
が

な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
温
度
が
可
燃

物
燃
焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

壁
等
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予

測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る

亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物
の
部
分
の
倒
壊
に
よ

つ
て
生
ず
る
応
力
が
伝
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
倒
壊
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五

壁
等
が
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
当
該
壁
等
で
区
画
さ
れ
た
部
分
（
当

該
壁
等
の
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
屋
外
に
出
た
火
炎
に
よ
る
当
該
壁
等
で
区
画

さ
れ
た
他
の
部
分
（
当
該
壁
等
の
部
分
を
除
く
。
）
へ
の
延
焼
を
有
効
に
防
止

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
屋
根
の
性
能
に

（
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
屋
根
の
性
能
に

関
す
る
技
術
的
基
準
）

関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
九
条
の
六

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の

第
百
九
条
の
五

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
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各
号
（
不
燃
性
の
物
品
を
保
管
す
る
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
国

各
号
（
不
燃
性
の
物
品
を
保
管
す
る
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
で
、
屋
根
以

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
で
、
屋
根
以

外
の
主
要
構
造
部
が
準
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
の
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
第
一

外
の
主
要
構
造
部
が
準
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
の
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

屋
根
が
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
に
よ
り
、
屋
内
に
達
す
る
防
火
上
有

二

屋
根
が
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
に
よ
り
、
屋
内
に
達
す
る
防
火
上
有

害
な
溶
融
、
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

害
な
溶
融
、
き
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
百
九
条
の
七

（
略
）

第
百
九
条
の
六

（
略
）

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関

す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
十
条

主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

第
百
十
条

削
除

る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の
火

災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲

げ
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を

生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

間
仕
切
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

特
定
避
難
時
間
（
特
殊

建
築
物
の
構
造
、
建
築

設
備
及
び
用
途
に
応
じ

て
当
該
特
殊
建
築
物
に

存
す
る
者
の
全
て
が
当

壁

該
特
殊
建
築
物
か
ら
地

上
ま
で
の
避
難
を
終
了
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す
る
ま
で
に
要
す
る
時

間
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）

外
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

特
定
避
難
時
間

柱

特
定
避
難
時
間

床

特
定
避
難
時
間

は
り

特
定
避
難
時
間

屋
根
（
軒
裏
を
除
く
。
）

三
十
分
間
（
特
定
避
難

時
間
が
三
十
分
間
未
満

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
特
定
避
難
時
間
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）

階
段

三
十
分
間

ロ

壁
、
床
及
び
屋
根
の
軒
裏
（
外
壁
に
よ
つ
て
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
と
防
火

上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限

る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た

場
合
に
、
加
熱
開
始
後
特
定
避
難
時
間
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
屋
根
の
軒
裏
（
外
壁
に
よ
つ
て
小
屋

裏
又
は
天
井
裏
と
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
延
焼
の
お

そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
当

該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
が
可
燃
物

燃
焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

外
壁
及
び
屋
根
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
特
定
避
難
時
間

（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
及
び
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屋
根
に
あ
つ
て
は
、
三
十
分
間
）
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ

の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基

準
（
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
外
壁
の
開
口
部
）

（
新
設
）

第
百
十
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
外
壁
の
開
口
部
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
で
あ
る
も
の
（
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
外
壁
の
開
口
部
を
除
く
。
）

二

他
の
外
壁
の
開
口
部
か
ら
通
常
の
火
災
時
に
お
け
る
火
炎
が
到
達
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
防
火
設
備
の
遮
炎
性
能
に

（
新
設
）

関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
十
条
の
三

防
火
設
備
の
遮
炎
性
能
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
防
火
設
備
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ

た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
二
十
分
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も

の
に
限
る
。
）
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
防
火
区
画
）

（
防
火
区
画
）

第
百
十
二
条

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の

第
百
十
二
条

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の

三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
（
ス
プ
リ
ン

三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
（
ス
プ
リ
ン

ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を

で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
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除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
は
、
床
面
積
の
合
計
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火

の
は
、
床
面
積
の
合
計
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火

設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積

設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
千

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
千

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
（
第
百
二
十
九
条
の
二
の

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

三
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り

る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
（
第
百

及
び
屋
根
の
軒
裏
の
構
造
が
同
号
ロ
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は

九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加

同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。

え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ

）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特

な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国

定
防
火
設
備
（
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
通
常
の
火

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
区
画
し
な
け
れ

災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
当
該
加
熱
面
以
外

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
で

の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を

そ
の
用
途
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
建
築
物
の
部
分
で
そ
の
用
途
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

階
段
室
の
部
分
又
は
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
（
当
該
昇
降
機
の
乗
降
の
た

二

階
段
室
の
部
分
又
は
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
（
当
該
昇
降
機
の
乗
降
の
た

め
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
部
分
を
含
む
。
）
で
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準

め
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
部
分
を
含
む
。
）
で
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一

耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
も
の

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火

設
備
で
区
画
さ
れ
た
も
の

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
（

２

法
第
二
十
七
条
第
二
項
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
六
十
七
条
の
二
第

特
定
避
難
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
又
は
同

一
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
又

条
第
三
項
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

は
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除

定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基

く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前

準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
延
べ
面
積
が
五

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
同



- 15 -

百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設

床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す

備
で
区
画
し
、
か
つ
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
、
か
つ
、
防
火

等
設
置
部
分
（
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
階
又
は
床
面
積
二
百
平
方

上
主
要
な
間
仕
切
壁
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置
部
分
（
床
面
積
が
二

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
階
又
は
床
面
積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐

規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水

火
構
造
の
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画

噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の

さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設

を
設
け
た
も
の
を
い
う
。
第
百
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
防
火

備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
も
の
を
い
う
。
第

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く

百
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

。
）
を
準
耐
火
構
造
と
し
、
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
に
達
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
を
準
耐
火
構
造
と
し
、

い
。

小
屋
裏
又
は
天
井
裏
に
達
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
百
二
十
九
条
の
二
の
三
第

３

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
百
二
十
九
条
の
二
の
三
第

一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十

一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
避
難
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
特
定
避
難
時

七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に

間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
と
し
た
建
築
物
又
は
同
条
第
三
項
、
法
第
六
十
二
条
第
一

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
二
十
七
条
第
二
項
、

項
若
し
く
は
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
条
の
三
第
二
号

法
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

に
掲
げ
る
基
準
若
し
く
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し

百
九
条
の
三
第
二
号
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

た
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第

基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー

一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
床
面
積
の
合
計
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一

ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
床
面
積
の

時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設

合
計
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
同
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構

備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
８

（
略
）

４
～
８

（
略
）

９

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止

９

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室

建
築
物
で
あ
つ
て
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
の
住
戸
の

を
有
す
る
建
築
物
の
住
戸
の
部
分
（
住
戸
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

部
分
（
住
戸
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
吹
抜
き
と
な
つ
て
い

。
）
、
吹
抜
き
と
な
つ
て
い
る
部
分
、
階
段
の
部
分
、
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分

る
部
分
、
階
段
の
部
分
、
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分

、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
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そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
の

み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
公
衆
便
所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に

で
き
る
公
衆
便
所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
部
分
（
当
該
部
分
が
第
一
項
た
だ

つ
い
て
は
、
当
該
部
分
（
当
該
部
分
が
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
用
途
に
供

し
書
に
規
定
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
部
分
で
そ
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ

す
る
建
築
物
の
部
分
で
そ
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の

が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分

部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ

（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
準

て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下
地
を
準
不
燃
材
料

不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下
地
を
準
不
燃
材
料
で
造
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
そ

で
造
つ
た
も
の
で
あ
つ
て
そ
の
用
途
上
区
画
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ

の
用
途
上
区
画
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分

て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分
）
と
そ
の
他
の
部
分
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い

）
と
そ
の
他
の
部
分
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の

る
廊
下
、
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
を
準
耐
火

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
を
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は

構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建

。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

築
物
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一

10

10

耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
（
第
二
項
に
規
定
す
る
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
を

号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
（
第
二
項
に
規
定

除
く
。
）
若
し
く
は
特
定
防
火
設
備
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
耐
火
構
造
の
床
若

す
る
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
若
し
く
は
特
定
防
火
設
備
、
第
五
項

し
く
は
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ

の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二

に
規
定
す
る
防
火
設
備
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁

ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
に
接
す
る
外
壁
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
壁
の
う
ち
こ
れ

若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
に
接
す
る
外
壁
に
つ

ら
に
接
す
る
部
分
を
含
み
幅
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
部
分
を
準
耐
火
構
造

い
て
は
、
当
該
外
壁
の
う
ち
こ
れ
ら
に
接
す
る
部
分
を
含
み
幅
九
十
セ
ン
チ
メ
ー

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
外
壁
面
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

ト
ル
以
上
の
部
分
を
準
耐
火
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
外
壁
面

突
出
し
た
準
耐
火
構
造
の
ひ
さ
し
、
床
、
袖
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で

か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
突
出
し
た
準
耐
火
構
造
の
ひ
さ
し
、
床
、
そ
で

防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

・

（
略
）

・

（
略
）

11

12

11

12
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建
築
物
の
一
部
が
法
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
、
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
各

建
築
物
の
一
部
が
法
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
同
条
第
二
項

13

13

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
と

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
と
そ
の
他
の
部
分

を
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
と
し
た
床
若
し
く
は
壁
又
は
特

と
を
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火

定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

構
造
と
し
た
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
略
）

（
略
）

14

14

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
十
三

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
十
三

15

15

項
の
規
定
に
よ
る
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は

項
の
規
定
に
よ
る
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

壁
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
、
第

す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
、
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

九
項
本
文
、
第
十
項
本
文
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床

耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
、
第
九
項
本
文
、
第
十
項
本
文
若
し
く
は
第
十
二
項

若
し
く
は
壁
又
は
第
十
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
同
項
た
だ
し
書
の
ひ
さ
し

の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
第
十
項
た
だ
し
書
の
場
合
に

、
床
、
袖
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

お
け
る
同
項
た
だ
し
書
の
ひ
さ
し
、
床
、
そ
で
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

「
準
耐
火
構
造
の
防
火
区
画
」
と
い
う
。
）
を
貫
通
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
準
耐
火
構
造
の
防
火
区
画
」
と
い
う
。
）

該
管
と
準
耐
火
構
造
の
防
火
区
画
と
の
隙
間
を
モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
不
燃
材
料
で

を
貫
通
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
管
と
準
耐
火
構
造
の
防
火
区
画
と
の
す
き

埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
を
モ
ル
タ
ル
そ
の
他
の
不
燃
材
料
で
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

16

16

（
木
造
等
の
建
築
物
の
防
火
壁
）

（
木
造
等
の
建
築
物
の
防
火
壁
）

第
百
十
三
条

（
略
）

第
百
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
百
九
条
の
五
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
壁
等
で
、
法
第
二
十
一

条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
号
の
規
定
に
よ

る
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
防
火
壁
と
み
な
す
。

（
削
る
）

（
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
特
殊
建
築
物
の
技
術
的
基
準
等
）

第
百
十
五
条
の
二
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
八
十
七
条
第
三
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ

る
も
の
、
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
の
構
造
が
、
次

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の
火

災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
定

め
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を

生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

壁

間
仕
切
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

一
時
間

外
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

一
時
間

柱

一
時
間

床

一
時
間

は
り

一
時
間

ロ

壁
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分

を
除
く
。
）
、
床
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常
の
火
災

に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
当
該
加
熱
面
以

外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
が
可
燃
物
燃
焼
温
度
以

上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

外
壁
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部

分
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火

災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
屋
外
に
火
炎
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を
出
す
原
因
と
な
る
き
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

下
宿
の
各
宿
泊
室
、
共
同
住
宅
の
各
住
戸
又
は
寄
宿
舎
の
各
寝
室
（
以
下
「

各
宿
泊
室
等
」
と
い
う
。
）
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
各
宿
泊
室
等
か
ら
地
上
に
通

ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
が
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
各
宿
泊
室
等
の
当
該
通
路
に
面
す
る
開
口
部
に
法
第
二
条
第
九

号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

三

三
階
の
各
宿
泊
室
等
の
外
壁
面
（
各
宿
泊
室
等
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る

廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
窓
そ
の
他
の
開
口

部
（
直
径
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
円
が
内
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
そ
の

幅
及
び
高
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
一
・
二
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
、
格
子
そ
の
他
の
屋
外
か
ら
の
進
入
を
妨
げ
る
構
造
を

有
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
道
又
は
道
に
通
ず
る
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の

通
路
そ
の
他
の
空
地
に
面
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

建
築
物
の
周
囲
（
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル
以

上
の
通
路
（
敷
地
の
接
す
る
道
ま
で
達
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

各
宿
泊
室
等
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

各
宿
泊
室
等
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
が

、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
各
宿
泊
室
等
の
当
該
通

路
に
面
す
る
開
口
部
に
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

外
壁
の
開
口
部
か
ら
当
該
開
口
部
の
あ
る
階
の
上
階
の
開
口
部
へ
延
焼
す
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る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
壁
の
開
口
部
の
上
部
に
ひ
さ

し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
そ
の
構
造
が
、
こ
れ
ら
に
通
常
の
火
災

に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
二
十
分
間
当
該
加
熱
面

以
外
の
面
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
き
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
も
の
が
、
防
火
上
有
効
に
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

五

三
階
の
各
宿
泊
室
等
（
各
宿
泊
室
等
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
に
あ
つ

て
は
二
階
以
下
の
階
の
部
分
を
含
む
。
）
の
外
壁
の
開
口
部
及
び
当
該
各
宿
泊

室
等
以
外
の
部
分
に
面
す
る
開
口
部
（
外
壁
の
開
口
部
又
は
直
接
外
気
に
開
放

さ
れ
た
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面
す
る
開
口
部
に
あ
つ
て
は
、
当
該
開

口
部
か
ら
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分
に
当
該
各
宿
泊
室
等
以
外
の
部

分
の
開
口
部
が
な
い
も
の
又
は
当
該
各
宿
泊
室
等
以
外
の
部
分
の
開
口
部
と
五

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
突
出
し
た
ひ
さ
し
、
そ
で
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
で
そ
の
構
造
が
前
号
ハ
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
防
火
上
有
効

に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る

防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に

該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
と
し
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
章
第
五
節
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。

（
耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
）

（
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
）

第
百
十
五
条
の
三

法
別
表
第
一
（
い
）
欄
の
（
二
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま
で
及
び

第
百
十
五
条
の
三

法
別
表
第
一
（
い
）
欄
の
（
二
）
項
か
ら
（
四
）
項
ま
で
及
び

（
六
）
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
二
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す

（
六
）
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
二
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
用
途
に
類
す
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
用
途
に
類
す
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
自
動
車
車
庫
等
の
用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
準
耐
火
建
築
物
）

（
自
動
車
車
庫
等
の
用
途
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
準
耐
火
建
築
物
）

第
百
十
五
条
の
四

法
第
二
十
七
条
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準

第
百
十
五
条
の
四

法
第
二
十
七
条
第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で

用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
令
で

定
め
る
準
耐
火
建
築
物
は
、
第
百
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

定
め
る
準
耐
火
建
築
物
は
、
第
百
九
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適

合
す
る
も
の
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。

合
す
る
も
の
（
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

（
危
険
物
の
数
量
）

（
危
険
物
の
数
量
）

第
百
十
六
条

法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
危
険

第
百
十
六
条

法
第
二
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
危
険

物
の
数
量
の
限
度
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

物
の
数
量
の
限
度
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

危
険
物
品
の
種
類

数
量

危
険
物
品
の
種
類

数
量

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

火
薬
類
（
玩

（
略
）

（
略
）

（
略
）

火
薬
類
（
玩

（
略
）

（
略
）

（
略
）

が
ん

具
煙
火
を
除

具
煙
火
を
除

く
。
）

く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
地
下
街
）

（
地
下
街
）

第
百
二
十
八
条
の
三

（
略
）

第
百
二
十
八
条
の
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
百
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で

５

第
百
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で

並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
七
号
（
第
百
十
二
条
第
十
五
項
に
関

並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
七
号
（
第
百
十
二
条
第
十
五
項
に
関
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す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
地
下
街
の
各
構
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
地
下
街
の
各
構
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
二
条
第
五
項
中
「
建
築
物
の
十
一
階
以
上
の
部
分
で

の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
十
二
条
第
五
項
中
「
建
築
物
の
十
一
階
以
上
の
部
分
で

、
各
階
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
の
部
分
で
」
と
、
同
条
第
六
項
及

、
各
階
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
の
部
分
で
」
と
、
同
条
第
六
項
及

び
第
七
項
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同
条
第
九
項

び
第
七
項
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同
条
第
九
項

中
「
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防

中
「
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
、
か
つ
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居

止
建
築
物
で
あ
つ
て
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
」
と
あ

室
を
有
す
る
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
「
建
築
物
の
部

る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
「
建
築
物
の
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街

分
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
の
部
分
」
と
、
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る

の
各
構
え
の
部
分
」
と
、
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
同

の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火

条
第
十
項
中
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
第
百
二
十
九
条

構
造
」
と
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
第
一
項
第
七
号
中
「
第
百
十
五
条
の
二
の

の
二
の
五
第
一
項
第
七
号
中
「
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
」

二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐

と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

火
構
造
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
制
限
を
受
け
な
い
特
殊
建
築
物
等
）

（
制
限
を
受
け
な
い
特
殊
建
築
物
等
）

第
百
二
十
八
条
の
四

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
特
殊
建

第
百
二
十
八
条
の
四

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
特
殊
建

築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

次
の
表
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物

一

次
の
表
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物

構
造

耐
火
建
築
物
又

準
耐
火
建
築
物
又

そ
の
他
の
建
築
物

構
造

耐
火
建
築
物

準
耐
火
建
築
物

そ
の
他
の
建
築
物

は
法
第
二
十
七

は
特
定
避
難
時
間

条
第
一
項
の
規

が
四
十
五
分
間
以

定
に
適
合
す
る

上
一
時
間
未
満
で

特
殊
建
築
物
（

あ
る
特
定
避
難
時

用
途

特
定
避
難
時
間

間
倒
壊
等
防
止
建

用
途

が
一
時
間
未
満

築
物

で
あ
る
特
定
避

難
時
間
倒
壊
等
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防
止
建
築
物
を

除
く
。
）

㈠

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈠

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈡

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈡

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈢

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈢

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

こ
の
表
に
お
い
て
、
耐
火
建
築
物
は
、
法
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り

一

こ
の
表
に
お
い
て
、
耐
火
建
築
物
は
、
法
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ

耐
火
建
築
物
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
み
、
準
耐
火
建
築
物
は
、
同
条
の
規
定

り
耐
火
建
築
物
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
み
、
準
耐
火
建
築
物
は
、
同
条
の

に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

（
削
る
）

二

こ
の
表
に
お
い
て
、
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
建
築
物
の
下
宿
、
共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の

用
途
に
供
す
る
部
分
は
、
耐
火
建
築
物
の
部
分
と
み
な
す
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
特
殊
建
築
物
等
の
内
装
）

（
特
殊
建
築
物
等
の
内
装
）

第
百
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
は
、
当
該
各
用
途
に

第
百
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
は
、
当
該
各
用
途
に

供
す
る
居
室
（
法
別
表
第
一
（
い
）
欄
（
二
）
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊

供
す
る
居
室
（
法
別
表
第
一
（
い
）
欄
（
二
）
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊

建
築
物
が
耐
火
建
築
物
、
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物

建
築
物
が
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築

又
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
（
特
定
避
難
時
間

物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
部
分
で
床
面

が
四
十
五
分
間
未
満
で
あ
る
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
を
除
く
。
第
四

積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住
宅
の
住
戸
に
あ
つ
て
は
、
二
百
平
方
メ
ー

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
す
る
特
殊
建

ト
ル
）
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二

築
物
の
部
分
で
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住
宅
の
住
戸
に
あ
つ
て

ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
の
居
室
を
除
く
。
）
の
壁
（

は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法

床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て

第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
の
居
室

同
じ
。
）
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
条
に

を
除
く
。
）
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く

お
い
て
同
じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋

す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
第
一
号
に
掲
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根
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台

げ
る
仕
上
げ
と
、
当
該
各
用
途
に
供
す
る
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕

、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
第
二

上
げ
を
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
、
当
該
各
用
途
に
供
す
る
居
室
か
ら
地
上
に

号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部

分
の
仕
上
げ
を
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
、
階
数

４

階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
、
階
数

が
二
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
階
数
が
一
で
延
ベ

が
二
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
階
数
が
一
で
延
ベ

面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
学
校
等
の
用
途
に
供
す
る
も
の

面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
学
校
等
の
用
途
に
供
す
る
も
の

を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火

を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火

構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で

構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で

第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
、
か

第
百
十
二
条
第
十
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
、
か

つ
、
法
別
表
第
一
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
し
な
い
部
分
の
居
室
で
、
耐
火

つ
、
法
別
表
第
一
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供
し
な
い
部
分
の
居
室
で
、
耐
火

建
築
物
、
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
又
は
法
第
二
十

建
築
物
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
準
耐
火
建
築
物
の
高
さ
が
三

七
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
の
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下

十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に

の
部
分
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上

面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
、
居
室
か

げ
を
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
、
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主

ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に

た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上

面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

げ
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同

な
い
。
た
だ
し
、
同
表
（
い
）
欄
（
二
）
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築

表
（
い
）
欄
（
二
）
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
高
さ
三
十
一
メ

物
の
高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）
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第
百
二
十
九
条
の
二

建
築
物
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
若
し
く
は

第
百
二
十
九
条
の
二

建
築
物
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
不

不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
又
は
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
で
あ
る
も

燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
階
（
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途

の
に
限
る
。
）
の
階
（
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
に
あ

に
供
す
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
屋
上
広
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

つ
て
は
、
屋
上
広
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
階
が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

ち
、
当
該
階
が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
階
避

こ
と
に
つ
い
て
、
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交

難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第

百
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
九
号
（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
通

一
号
、
第
九
号
（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
通
ず
る
出
入
口
に
係
る
部

ず
る
出
入
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項

分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
二
十
六

第
二
号
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十
九
条
（

条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十
九
条
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び

第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は

第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

、
適
用
し
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

第
百
二
十
九
条
の
二
の
二

建
築
物
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
若
し

第
百
二
十
九
条
の
二
の
二

建
築
物
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又

く
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
又
は
特
定
避
難
時
間
倒
壊
等
防
止
建
築
物
で
あ

は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
、
当
該
建
築
物
が
全
館
避
難
安
全

る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
当
該
建
築
物
が
全
館
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で

性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
又
は

か
め
ら
れ
た
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
二
条
第
五
項
、
第

百
十
二
条
第
五
項
、
第
九
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
九
条
、
第
百

九
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三

二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
、
第
二
項
第
二
号
、
第
三

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
、
第
二

項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
、
第
百

号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項

二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並

及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十
九

び
に
第
百
二
十
九
条
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分

条
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



- 26 -

（
主
要
構
造
部
を
木
造
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
規
模
の
建
築
物
の
技
術
的
基
準

（
主
要
構
造
部
を
木
造
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
規
模
の
建
築
物
の
技
術
的
基
準

等
）

等
）

第
百
二
十
九
条
の
二
の
三

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

第
百
二
十
九
条
の
二
の
三

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
基
準

一

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り

ロ

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
（
壁
、
柱
、
床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
に

及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
構
造
が
次
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

あ
つ
て
は
、
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の

（1）
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表

に
定
め
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の

損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

壁

間
仕
切
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

一
時
間

外
壁
（
耐
力
壁
に
限
る
。
）

一
時
間

柱

一
時
間

床

一
時
間

は
り

一
時
間

壁
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部

（2）
分
を
除
く
。
）
、
床
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
通
常
の

火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
当
該
加
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熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
温
度
が
可
燃
物
燃

焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

外
壁
（
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の

（3）
部
分
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一
時
間
屋
外

に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ハ

建
築
物
の
周
囲
（
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル

ハ

建
築
物
の
周
囲
（
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル

以
上
の
通
路
（
敷
地
の
接
す
る
道
ま
で
達
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら

以
上
の
通
路
（
敷
地
の
接
す
る
道
ま
で
達
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ

れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
床
面

延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
床
面

（1）

（1）

積
の
合
計
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合

積
の
合
計
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一

す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規

項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又

定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

外
壁
の
開
口
部
か
ら
当
該
開
口
部
の
あ
る
階
の
上
階
の
開
口
部
へ
延
焼

外
壁
の
開
口
部
か
ら
当
該
開
口
部
の
あ
る
階
の
上
階
の
開
口
部
へ
延
焼

（2）

（2）

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
壁
の
開
口
部
の
上
部
に

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
壁
の
開
口
部
の
上
部
に

ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
そ
の
構
造
が
、
こ
れ
ら
に
通
常

ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
二
十
分
間
当

四
号
ハ
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
が
防
火
上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い

該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を

る
こ
と
。

生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る

も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
も
の
が
、
防
火

上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ

第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

法
第
二
十
条
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第

及
び
第
四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
建
築
設
備
に
係
る
も
の
は

四
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
建
築
設
備
に
係
る
も
の
は
、
次
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
け
る

三

法
第
二
十
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
設
け
る
屋
上
か

屋
上
か
ら
突
出
す
る
水
槽
、
煙
突
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

ら
突
出
す
る
水
槽
、
煙
突
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
国
土

、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
り
風
圧
並
び
に
地

交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
た
構
造
計
算
に
よ
り
風
圧
並
び
に
地
震
そ
の

震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か

他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
構
造
耐
力
上
安
全
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ

め
る
こ
と
。

と
。

（
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
の
設
置
及
び
構
造
）

（
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
の
設
置
及
び
構
造
）

第
百
二
十
九
条
の
二
の
五

建
築
物
に
設
け
る
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
の

第
百
二
十
九
条
の
二
の
五

建
築
物
に
設
け
る
給
水
、
排
水
そ
の
他
の
配
管
設
備
の

設
置
及
び
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
置
及
び
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
の
昇
降

三

第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
昇
降
機
の
昇
降

路
内
に
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
地
震
時
に
お
い
て
も
昇
降
機
の
籠
（
人
又

路
内
に
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
地
震
時
に
お
い
て
も
昇
降
機
の
か
ご
（
人

は
物
を
乗
せ
昇
降
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
昇
降
、
籠
及
び
出
入

又
は
物
を
乗
せ
昇
降
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
昇
降
、
か
ご
及
び

口
の
戸
の
開
閉
そ
の
他
の
昇
降
機
の
機
能
並
び
に
配
管
設
備
の
機
能
に
支
障
が

出
入
口
の
戸
の
開
閉
そ
の
他
の
昇
降
機
の
機
能
並
び
に
配
管
設
備
の
機
能
に
支

生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

障
が
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る

及
び
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

も
の
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

七

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
、
第
百
十
二
条
第
十
五
項
の
準
耐
火
構
造

七

給
水
管
、
配
電
管
そ
の
他
の
管
が
、
第
百
十
二
条
第
十
五
項
の
準
耐
火
構
造

の
防
火
区
画
、
第
百
十
三
条
第
一
項
の
防
火
壁
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の
界
壁

の
防
火
区
画
、
第
百
十
三
条
第
一
項
の
防
火
壁
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の
界
壁

、
同
条
第
二
項
の
間
仕
切
壁
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
隔
壁
（
以

、
同
条
第
二
項
の
間
仕
切
壁
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
隔
壁
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
防
火
区
画
等
」
と
い
う
。
）
を
貫
通
す
る
場
合
に
お
い

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
防
火
区
画
等
」
と
い
う
。
）
を
貫
通
す
る
場
合
に
お
い
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て
は
、
こ
れ
ら
の
管
の
構
造
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す

て
は
、
こ
れ
ら
の
管
の
構
造
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲

造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
建
築
物
の
他
の
部
分
と
区
画
さ
れ

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で

た
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
、
パ
イ
プ
ダ
ク
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
中
に

建
築
物
の
他
の
部
分
と
区
画
さ
れ
た
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
、
パ
イ
プ
ダ
ク
ト
そ
の

あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
中
に
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

防
火
区
画
等
を
貫
通
す
る
管
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た

ハ

防
火
区
画
等
を
貫
通
す
る
管
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た

場
合
に
、
加
熱
開
始
後
二
十
分
間
（
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

場
合
に
、
加
熱
開
始
後
二
十
分
間
（
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

、
同
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積
の
合
計
二
百
平
方
メ

、
同
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積
の
合
計
二
百
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
床
面

ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
床
面

積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、

同
条
第
八
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積
の
合
計
二
百
平
方
メ
ー

同
条
第
八
項
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積
の
合
計
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積

ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
床
面
積

の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
に
限
る
。
）
若
し

の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
す
る
場
合
に
限
る
。
）
若
し

く
は
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
第

く
は
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
第

百
十
三
条
第
一
項
の
防
火
壁
に
あ
つ
て
は
一
時
間
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の

百
十
三
条
第
一
項
の
防
火
壁
に
あ
つ
て
は
一
時
間
、
第
百
十
四
条
第
一
項
の

界
壁
、
同
条
第
二
項
の
間
仕
切
壁
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
隔

界
壁
、
同
条
第
二
項
の
間
仕
切
壁
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
隔

壁
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
間
）
防
火
区
画
等
の
加
熱
側
の
反
対
側
に
火
炎
を

壁
に
あ
つ
て
は
四
十
五
分
間
）
防
火
区
画
等
の
加
熱
側
の
反
対
側
に
火
炎
を

出
す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交

出
す
原
因
と
な
る
き
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
及
び
高
さ
の
算
定
）

（
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
及
び
高
さ
の
算
定
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
四

法
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
防

第
百
三
十
六
条
の
二
の
四

法
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
防



- 30 -

災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
長

災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
長

さ
の
算
定
方
法
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

さ
の
算
定
方
法
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

法
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
高
さ
の
算
定
に
つ
い
て
は

２

法
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
高
さ
の
算
定
に
つ
い
て
は

、
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向
の
鉛
直
投
影
の
各
部
分
（
同
項

、
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
面
す
る
方
向
の
鉛
直
投
影
の
各
部
分
（
同
項

に
規
定
す
る
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
の
最
低
限
度
を
超
え

に
規
定
す
る
建
築
物
の
防
災
都
市
計
画
施
設
に
係
る
間
口
率
の
最
低
限
度
を
超
え

る
部
分
を
除
く
。
）
の
防
災
都
市
計
画
施
設
と
敷
地
と
の
境
界
線
か
ら
の
高
さ
に

る
部
分
を
除
く
。
）
の
防
災
都
市
計
画
施
設
と
敷
地
と
の
境
界
線
か
ら
の
高
さ
に

よ
る
。

よ
る
。

（
型
式
適
合
認
定
の
対
象
と
す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
一
連
の
規
定
）

（
型
式
適
合
認
定
の
対
象
と
す
る
建
築
物
の
部
分
及
び
一
連
の
規
定
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一

法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
建
築
物
の
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
し
、
同
項
に
規

め
る
建
築
物
の
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
と
し
、
同
項
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
一
連
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
と

定
す
る
政
令
で
定
め
る
一
連
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
と

す
る
。

す
る
。

一

建
築
物
の
部
分
で
、
門
、
塀
、
改
良
便
槽
、
屎
尿
浄
化
槽
及
び
合
併
処
理
浄

一

建
築
物
の
部
分
で
、
門
、
塀
、
改
良
便
槽
、
屎
尿
浄
化
槽
及
び
合
併
処
理
浄

し

し

化
槽
並
び
に
給
水
タ
ン
ク
及
び
貯
水
タ
ン
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（

化
槽
並
び
に
給
水
タ
ン
ク
及
び
貯
水
タ
ン
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（

屋
上
又
は
屋
内
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の

次
に
掲
げ
る
規
定

屋
上
又
は
屋
内
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の

次
に
掲
げ
る
規
定

イ

法
第
二
十
条
（
第
一
項
第
一
号
後
段
、
第
二
号
イ
後
段
及
び
第
三
号
イ
後

イ

法
第
二
十
条
（
第
一
号
後
段
、
第
二
号
イ
後
段
及
び
第
三
号
イ
後
段
に
係

段
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
一
条
か
ら
法
第
二
十
四
条
ま
で
、

る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
一
条
か
ら
法
第
二
十
四
条
ま
で
、
法
第
二

法
第
二
十
五
条
か
ら
法
第
二
十
七
条
ま
で
、
法
第
二
十
八
条
（
第
一
項
を
除

十
五
条
か
ら
法
第
二
十
七
条
ま
で
、
法
第
二
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）

く
。
）
、
法
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
法
第
三
十
条
ま
で
、
法
第
三
十
一
条
第

、
法
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
法
第
三
十
条
ま
で
、
法
第
三
十
一
条
第
一
項
、

一
項
、
法
第
三
十
三
条
、
法
第
三
十
四
条
、
法
第
三
十
五
条
の
二
、
法
第
三

法
第
三
十
三
条
、
法
第
三
十
四
条
、
法
第
三
十
五
条
の
二
、
法
第
三
十
五
条

十
五
条
の
三
、
法
第
三
十
七
条
、
法
第
三
章
第
五
節
（
法
第
六
十
一
条
及
び

の
三
、
法
第
三
十
七
条
、
法
第
三
章
第
五
節
（
法
第
六
十
一
条
及
び
法
第
六

法
第
六
十
二
条
第
二
項
中
門
及
び
塀
に
係
る
部
分
並
び
に
法
第
六
十
六
条
を

十
二
条
第
二
項
中
門
及
び
塀
に
係
る
部
分
並
び
に
法
第
六
十
六
条
を
除
く
。

除
く
。
）
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
（
門
及
び
塀
に
係
る
部
分
を
除
く

）
、
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
（
門
及
び
塀
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及

。
）
及
び
法
第
八
十
四
条
の
二
の
規
定

び
法
第
八
十
四
条
の
二
の
規
定
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ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

次
の
表
の
建
築
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分

同
表
の

二

次
の
表
の
建
築
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分

同
表
の

一
連
の
規
定
の
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
建
築
物
の

一
連
の
規
定
の
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
建
築
物
の

部
分
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

部
分
の
構
造
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

建
築
物
の
部
分

一
連
の
規
定

建
築
物
の
部
分

一
連
の
規
定

㈠

防
火
設
備

イ

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
七

㈠

防
火
設
備

イ

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十

条
第
一
項
、
法
第
二
十
八
条
の
二
（
第
三
号

八
条
の
二
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
法
第

を
除
く
。
）
、
法
第
三
十
七
条
及
び
法
第
六

三
十
七
条
及
び
法
第
六
十
四
条
の
規
定

十
四
条
の
規
定

ロ

第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
二
、
第

ロ

第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
九
条
の
二
、

百
十
条
の
三
、
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
十

第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
十
四
項
及
び
第

四
項
及
び
第
十
六
項
、
第
百
十
四
条
第
五
項

十
六
項
、
第
百
十
四
条
第
五
項
並
び
に
第

並
び
に
第
百
三
十
六
条
の
二
の
三
の
規
定

百
三
十
六
条
の
二
の
三
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
型
式
部
材
等
製
造
者
等
に
係
る
認
証
の
有
効
期
間
）

（
型
式
部
材
等
製
造
者
等
に
係
る
認
証
の
有
効
期
間
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
二

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
の

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
二

法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
の

二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第

八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間

八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
五
年
と
す
る
。

は
、
五
年
と
す
る
。
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（
認
証
外
国
型
式
部
材
等
製
造
者
の
工
場
等
に
お
け
る
検
査
等
に
要
す
る
費
用
の

（
認
証
外
国
型
式
部
材
等
製
造
者
の
工
場
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
の
負

負
担
）

担
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
三

法
第
六
十
八
条
の
二
十
三
第
四
項
（
法
第
八
十
八
条

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
三

法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
四
項
（
法
第
八
十
八
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
法
第

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
法
第

十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
試
験
の
た
め
同
項
の
職
員
が
そ
の

六
十
八
条
の
二
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
の
二
十
一
第
一

検
査
又
は
試
験
に
係
る
工
場
、
営
業
所
、
事
務
所
、
倉
庫
そ
の
他
の
事
業
場
の
所

項
の
検
査
の
た
め
同
項
の
職
員
が
そ
の
検
査
に
係
る
工
場
、
営
業
所
、
事
務
所
、

在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

倉
庫
そ
の
他
の
事
業
場
の
所
在
地
に
出
張
を
す
る
の
に
要
す
る
旅
費
の
額
に
相
当

合
に
お
い
て
、
そ
の
出
張
を
す
る
職
員
を
二
人
と
し
、
そ
の
旅
費
の
額
の
計
算
に

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
出
張
を
す
る
職
員
を
二
人
と
し

関
し
必
要
な
細
目
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

、
そ
の
旅
費
の
額
の
計
算
に
関
し
必
要
な
細
目
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
親
会
社
等
）

（
親
会
社
等
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
四

法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
者

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
四

法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
者

は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又
は
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項

は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又
は
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
に
規
定

に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
い
ず
れ
か

す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
い
ず
れ
か
の
関
係

の
関
係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
と
す
る

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
と
す
る
。

。一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
）

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
指
定
の
有
効
期
間
）

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
六

法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
六

法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
七
章
の
七

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
等
の
登
録
手
数
料

第
七
章
の
七

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の
登
録
手
数
料
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第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
九

法
第
七
十
七
条
の
六
十
五
（
法
第
七
十
七
条
の
六
十

六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額

第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
九

法
第
七
十
七
条
の
六
十
五
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料

は
、
一
万
二
千
円
と
す
る
。

の
額
は
、
一
万
二
千
円
と
す
る
。

（
基
準
時
）

（
基
準
時
）

第
百
三
十
七
条

こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
時
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
（
法
第

第
百
三
十
七
条

こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
時
」
と
は
、
法
第
三
条
第
二
項
（
法
第

八
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
百

八
十
六
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
百

三
十
七
条
の
八
、
第
百
三
十
七
条
の
九
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お

三
十
七
条
の
八
、
第
百
三
十
七
条
の
九
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
、
法
第
二
十
六
条
、
法
第
二
十
七
条

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
、
法
第
二
十
六
条
、
法
第
二
十
七
条

、
法
第
二
十
八
条
の
二
、
法
第
三
十
条
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
、
法
第
四
十
七

、
法
第
二
十
八
条
の
二
、
法
第
三
十
条
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
、
法
第
四
十
七

条
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
法
第
五
十
一
条
、
法
第
五
十

条
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
、
法
第
五
十
一
条
、
法
第
五
十

二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
五
十
六
条
第
一

二
項
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
五
十
六
条
第
一

項
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
五
十
七

項
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
五
十
七

条
の
五
第
一
項
、
法
第
五
十
八
条
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

条
の
五
第
一
項
、
法
第
五
十
八
条
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
、

二
項
、
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
、

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
法
第
六
十

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
法
第
六
十

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
、

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
、

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
そ
れ
ら
の
規
定
（
そ
れ
ら
の
規
定
が

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
そ
れ
ら
の
規
定
（
そ
れ
ら
の
規
定
が

改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
改
正
前
の
規
定
を
含
む
も
の
と
し
、
法
第
四
十
八

改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
改
正
前
の
規
定
を
含
む
も
の
と
し
、
法
第
四
十
八

条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
各
項
の
規
定
又
は
法
第
六
十
一
条
と
法
第
六
十

条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
各
項
の
規
定
又
は
法
第
六
十
一
条
と
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
規
定
と
み
な
す
。
）
の
適
用
を
受
け

二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
規
定
と
み
な
す
。
）
の
適
用
を
受
け

な
い
期
間
の
始
期
を
い
う
。

な
い
期
間
の
始
期
を
い
う
。

（
構
造
耐
力
関
係
）

（
構
造
耐
力
関
係
）
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第
百
三
十
七
条
の
二

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適

第
百
三
十
七
条
の
二

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
建
築
物
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
法
第
八
十

用
を
受
け
な
い
建
築
物
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
法
第
八
十
六
条
の

六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
部
分

七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
部
分
を
除
く

を
除
く
。
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
法
第
八

。
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
法
第
八
十
六
条

十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
範
囲
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一

増
築
又
は
改
築
の
全
て
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
範
囲
を
除
く
。
）

一

増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方
法
が
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も

増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方
法
が
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

イ

第
三
章
第
八
節
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
及

第
三
章
第
八
節
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
の
規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く

（1）

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で

条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制
限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

（2）
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
の
規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基

ハ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合

づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制
限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と

し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧
並
び

。

に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当
該
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び

（3）
合
し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧

に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ

並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当
該
建
築
物
の
倒
壊
及
び

が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の

二

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
そ
れ
以
外
の
部
分
と
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ
ン
ジ

脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落

ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
、
か
つ

の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方
法
が
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も

る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
の

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
そ
れ
以
外
の
部
分
と
エ
キ
ス
パ
ン
シ
ョ

規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制

（1）
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接

限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。
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す
る
こ
と
。

ロ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧
並
び

（2）
の
規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す

に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当
該
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、

る
制
限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
が
耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適

に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ

（3）
合
し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧

が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当
該
建
築
物
の
倒
壊
及
び

三

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面

崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋
外
に
面
す
る
帳
壁
の

積
の
二
分
の
一
を
超
え
ず
、
か
つ
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方
法

脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す

イ

耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重

る
こ
と
。

、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当

二

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面

該
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋

積
の
二
十
分
の
一
（
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十

外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
の
落
下
及
び
エ
ス

平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
、
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と

増
築
又
は
改
築
後

カ
レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

の
建
築
物
の
構
造
方
法
が
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法

イ

耐
久
性
等
関
係
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重

ロ

第
三
章
第
一
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
（
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
八
条

、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧
並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
よ
る
当

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
そ
の
基

該
建
築
物
の
倒
壊
及
び
崩
落
、
屋
根
ふ
き
材
、
特
定
天
井
、
外
装
材
及
び
屋

礎
の
補
強
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法

外
に
面
す
る
帳
壁
の
脱
落
並
び
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
籠
の
落
下
及
び
エ
ス
カ

（
法
第
二
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

レ
ー
タ
ー
の
脱
落
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

四

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

積
の
二
十
分
の
一
（
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十

ロ

第
三
章
第
一
節
か
ら
第
七
節
の
二
ま
で
（
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
八
条

平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
ず
、
か
つ
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
適
合
し
、
か
つ
、
そ
の
基

法
が
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

礎
の
補
強
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

イ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
の

る
こ
と
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
限

規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す
る
制

る
。
）
。

限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。



- 36 -

ハ

前
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
耐
力
上
の
危
険
性
が
増

三

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面

大
し
な
い
こ
と
。

積
の
二
十
分
の
一
（
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
十

平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
な
い
こ
と

増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方

法
が
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
第
三
章
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四

（1）
の
規
定
並
び
に
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
構
造
耐
力
に
関
す

る
制
限
を
定
め
た
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
。

増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
耐
力
上
の
危
険
性
が

（2）
増
大
し
な
い
こ
と
。

ロ

前
二
号
に
定
め
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
用
途
地
域
等
関
係
）

（
用
途
地
域
等
関
係
）

第
百
三
十
七
条
の
七

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か

第
百
三
十
七
条
の
七

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か

ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法
第
八
十
六
条

ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法
第
八
十
六
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に
つ
い
て

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

用
途
の
変
更
（
第
百
三
十
七
条
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
の
も
の

五

用
途
の
変
更
（
第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
の
も
の

を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い
こ
と
。

を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い
こ
と
。

（
防
火
地
域
及
び
特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
関
係
）

（
防
火
地
域
及
び
特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
関
係
）

第
百
三
十
七
条
の
十

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
一
条
又
は
法
第

第
百
三
十
七
条
の
十

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
一
条
又
は
法
第

六
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
（
木
造
の
建
築
物
に

六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
（
木
造
の
建
築
物
に

あ
つ
て
は
、
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
八

あ
つ
て
は
、
外
壁
及
び
軒
裏
が
防
火
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
八
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十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
増
築
及
び
改
築
に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
）

（
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
）

第
百
三
十
七
条
の
十
二

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
十
二

（
略
）

２

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
六
条
、
法
第
二
十
七
条
、
法
第
三

２

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
六
条
、
法
第
二
十
七
条
、
法
第
三

十
条
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
、
法
第
四
十
七
条
、
法
第
五
十
一
条
、
法
第
五
十

十
条
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
、
法
第
四
十
七
条
、
法
第
五
十
一
条
、
法
第
五
十

二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
五
十
六
条
第
一

二
項
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
、
法
第
五
十
五
条
第
一
項
、
法
第
五
十
六
条
第
一

項
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
五
十
七

項
、
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
、
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
、
法
第
五
十
七

条
の
五
第
一
項
、
法
第
五
十
八
条
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

条
の
五
第
一
項
、
法
第
五
十
八
条
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
、

二
項
、
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
、

法
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
法
第
六
十

法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
又
は
法
第
六
十

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法

八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法

第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修

第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修

繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
修
繕
又
は
模
様
替
の
全
て
と

繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
修
繕
又
は
模
様
替
の
全
て
と

す
る
。

す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で

４

法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ

定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ

い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
用
途
の
変
更
（
第
百
三
十
七
条
の
十
九
第
二
項
に
規
定

い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
用
途
の
変
更
（
第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定

す
る
範
囲
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い
こ
れ
ら
の
修
繕
又
は
模
様
替
の
全

す
る
範
囲
内
の
も
の
を
除
く
。
）
を
伴
わ
な
い
こ
れ
ら
の
修
繕
又
は
模
様
替
の
す

て
と
す
る
。

べ
て
と
す
る
。
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（
独
立
部
分
）

（
独
立
部
分
）

第
百
三
十
七
条
の
十
四

法
第
八
十
六
条
の
七
第
二
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に

第
百
三
十
七
条
の
十
四

法
第
八
十
六
条
の
七
第
二
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も

一

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建

別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分

第
三
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る

築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分

建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

建
築
物
の
部
分

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で

接
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
部
分

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
移
転
）

（
新
規
）

第
百
三
十
七
条
の
十
六

法
第
八
十
六
条
の
七
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

移
転
が
同
一
敷
地
内
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

移
転
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
、
避
難
上
、
衛
生
上
及
び
市
街
地
の
環

境
の
保
全
上
支
障
が
な
い
と
特
定
行
政
庁
が
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
百
三
十
七
条
の
十
七
～
第
百
三
十
七
条
の
十
九

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
十
六
～
第
百
三
十
七
条
の
十
八

（
略
）

（
工
作
物
に
関
す
る
確
認
の
特
例
）

（
工
作
物
に
関
す
る
確
認
の
特
例
）

第
百
三
十
八
条
の
二

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
の
四

第
百
三
十
八
条
の
二

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
規
定
は
、
第
百
四
十
四
条
の
二
の
表
の
工
作
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ

め
る
規
定
は
、
第
百
四
十
四
条
の
二
の
表
の
工
作
物
の
部
分
の
欄
の
各
項
に
掲
げ

る
工
作
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
連
の
規
定
の
欄
の
当
該

る
工
作
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
一
連
の
規
定
の
欄
の
当
該

各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
工
作
物
の
部
分
の
構
造
に
係
る
部
分
が

各
項
に
掲
げ
る
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
工
作
物
の
部
分
の
構
造
に
係
る
部
分
が
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、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認

、
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認

定
を
受
け
た
工
作
物
の
部
分
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

定
を
受
け
た
工
作
物
の
部
分
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
煙
突
及
び
煙
突
の
支
線
）

（
煙
突
及
び
煙
突
の
支
線
）

第
百
三
十
九
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号

第
百
三
十
九
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
煙
突
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
煙
突
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

に
掲
げ
る
煙
突
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
煙
突
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で

政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
に
規
定
す
る
煙
突
以
外
の
煙
突
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

４

前
項
に
規
定
す
る
煙
突
以
外
の
煙
突
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一

の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び

項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
三
章
第
五
節
（
第
七

第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
、
第
三
章
第
五
節
（
第
七
十
条
を

十
条
を
除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
を
除
く

除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
を
除
く
。
）
及

。
）
及
び
第
六
節
の
二
（
第
七
十
九
条
の
四
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の

び
第
六
節
の
二
（
第
七
十
九
条
の
四
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で

二
ま
で
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
八
十
条
（
第
五
十

の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
八
十
条
（
第
五
十
一
条
第

一
条
第
一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の

一
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
準
用
に

準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
）

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
柱
等
）

第
百
四
十
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
二
号
に

第
百
四
十
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
二
号
に

掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま

る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お

で
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構

い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造
方
法

造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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４

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

４

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
、
第
三
十
七
条

い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
八

、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条

条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四

、
第
四
十
七
条
、
第
三
章
第
五
節
（
第
七
十
条
を
除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十

十
七
条
、
第
三
章
第
五
節
（
第
七
十
条
を
除
く
。
）
、
第
六
節
（
第
七
十
六
条
か

六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
六
節
の
二
（
第
七
十
九
条

ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
六
節
の
二
（
第
七
十
九
条
の
四
（

の
四
（
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る

第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
の
二
ま
で
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を

。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

除
く
。
）
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
）

（
広
告
塔
又
は
高
架
水
槽
等
）

第
百
四
十
一
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
三
号

第
百
四
十
一
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
三
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の

替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

４

第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
前
項
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
、
第
三
十
七
条

い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
八

、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二

条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で

条
ま
で
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第

、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
三
章
第

三
章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用

五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

す
る
。

（
擁
壁
）

（
擁
壁
）

第
百
四
十
二
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
五
号

第
百
四
十
二
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
の
う
ち
同
項
第
五
号

に
掲
げ
る
擁
壁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
擁
壁
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

に
掲
げ
る
擁
壁
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
擁
壁
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
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政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法
又
は

定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
方
法
又
は
こ
れ
と

こ
れ
と
同
等
以
上
に
擁
壁
の
破
壊
及
び
転
倒
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

同
等
以
上
に
擁
壁
の
破
壊
及
び
転
倒
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

２

擁
壁
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三

２

擁
壁
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条

十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
一

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
一
条
第
一

条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条

項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七

、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
（
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
一

十
九
条
、
第
八
十
条
（
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
二
条
、
第
七
十
一
条
第
一

条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
準
用
に
関
す
る
部

項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
準
用
に
関
す
る
部
分
に
限

分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
条
の
二
並
び
に
第
七
章
の
八
（
第
百
三
十
六
条
の
六
を

る
。
）
、
第
八
十
条
の
二
並
び
に
第
七
章
の
八
（
第
百
三
十
六
条
の
六
を
除
く
。

除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）

（
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
）

第
百
四
十
三
条

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又

第
百
四
十
三
条

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又

は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
関
す
る
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
か
ら
第
四

用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で

項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す

に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
（
第
七
章
の
八
の
規
定
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
構
造

る
構
造
方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

方
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
う
ち
前
項

４

第
一
項
に
規
定
す
る
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
う
ち
前
項

に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

、
第
三
十
六
条
の
三
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び

、
第
三
十
六
条
の
三
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
項
、
第
三
章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の

、
第
三
章
第
五
節
、
第
六
節
及
び
第
六
節
の
二
並
び
に
第
八
十
条
の
二
の
規
定
を

規
定
を
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
遊
戯
施
設
）

（
遊
戯
施
設
）



- 42 -

第
百
四
十
四
条

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
遊
戯
施
設

第
百
四
十
四
条

第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
遊
戯
施
設

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
遊
戯
施
設
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
八
十

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
遊
戯
施
設
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
八
十

八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定

八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
の
政
令
で
定
め
る
技

め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

術
的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

籠
、
車
両
そ
の
他
人
を
乗
せ
る
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
客
席
部
分

一

か
ご
、
車
両
そ
の
他
人
を
乗
せ
る
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
客
席
部

」
と
い
う
。
）
を
支
え
、
又
は
吊
る
構
造
上
主
要
な
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お

分
」
と
い
う
。
）
を
支
え
、
又
は
吊
る
構
造
上
主
要
な
部
分
（
以
下
こ
の
条
に

つ

つ

い
て
「
主
要
な
支
持
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
摩
損
又
は
疲
労
破
壊
が
生
ず

お
い
て
「
主
要
な
支
持
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
摩
損
又
は
疲
労
破
壊
が
生

る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
製
造
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
遊
戯
施
設
等
）

（
製
造
施
設
、
貯
蔵
施
設
、
遊
戯
施
設
等
）

第
百
四
十
四
条
の
二
の
二

第
百
三
十
八
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

第
百
四
十
四
条
の
二
の
二

第
百
三
十
八
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三

げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
三
十
七
条
（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三

項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
七
条
の
七
、
第
百
三
十
七
条
の
十

項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
七
条
の
七
、
第
百
三
十
七
条
の
十

二
第
四
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
九
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を

二
第
四
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
八
第
二
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
七
第
二
号
及
び
第
三
号
中

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
の
七
第
二
号
及
び
第
三
号
中

「
床
面
積
の
合
計
」
と
あ
る
の
は
、
「
築
造
面
積
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

「
床
面
積
の
合
計
」
と
あ
る
の
は
、
「
築
造
面
積
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

。

（
市
町
村
の
建
築
主
事
等
の
特
例
）

（
市
町
村
の
建
築
主
事
等
の
特
例
）

第
百
四
十
八
条

（
略
）

第
百
四
十
八
条

（
略
）

２

法
第
九
十
七
条
の
二
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（

２

法
第
九
十
七
条
の
二
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（

建
築
審
査
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
市
町
村
の
長
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
三

建
築
審
査
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
市
町
村
の
長
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
三
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号
に
掲
げ
る
事
務
）
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
務
）
と
す
る
。

一

法
第
六
条
の
二
第
六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八
条
第

一

法
第
六
条
の
二
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
八
十
八

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
二
第
七
項
（
法
第

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
二
第
七
項
（

八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
四
第

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の

七
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第

四
第
七
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

九
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お

法
第
九
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
二
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
九
条
の
二
（
法
第
八
十
八
条
第

及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

）
、
法
第
九
条
の
三
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十

む
。
）
、
法
第
九
条
の
三
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
条
（
法
第
八
十
八

九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
条
（
法
第
八

条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
一
条

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十

第
一
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一
条
第
一
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

む
。
）
、
法
第
十
二
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用

を
含
む
。
）
、
法
第
十
二
条
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
八
条
第
二
十
五
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
十
八
条
第
二
十
三
項
（
法
第
八
十
八
条
第

及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
法
第
九
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

）
、
法
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項

む
。
）
、
法
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
法
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第

及
び
第
八
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に

二
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部

限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
一
項
の
規
定

分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
項
（
同
条
第
一
項
の

に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第

規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
五
第
二
項
及

四
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

び
第
四
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
係
る
部
分
に
限
る

、
法
第
八
十
六
条
の
六
、
法
第
八
十
六
条
の
八
（
第
二
項
を
除
く
。
）
並
び
に

。
）
、
法
第
八
十
六
条
の
六
、
法
第
八
十
六
条
の
八
（
第
二
項
を
除
く
。
）
並

法
第
九
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に

び
に
法
第
九
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
事
務

限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る

事
務

二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
法
第
五
十
二
条

二

法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
法
第
五
十
二
条

第
十
四
項
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
五
十
三
条
第

第
十
四
項
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
五
十
三
条
第
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五
項
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、

五
項
、
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
、
法
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
、

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
に
規
定
す
る

法
第
六
十
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
法
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
に
規
定
す
る

都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
前
項
各
号

都
道
府
県
知
事
た
る
特
定
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
前
項
各
号

に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
事
務

に
掲
げ
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
事
務

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
両
罰
規
定
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
）

（
両
罰
規
定
の
対
象
と
な
る
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
）

第
百
五
十
条

法
第
百
五
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
第
十
四
条
の
二

第
百
五
十
条

法
第
百
四
条
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
第
十
四
条
の
二

に
規
定
す
る
建
築
物
と
す
る
。

に
規
定
す
る
建
築
物
と
す
る
。
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二

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
区
に
係
る
建
築
基
準
法
の
適
用
の
特
例
）

（
特
別
区
に
係
る
建
築
基
準
法
の
適
用
の
特
例
）

第
二
百
十
条
の
十
七

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
十

第
二
百
十
条
の
十
七

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
十

七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
か

七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

二
十
五
項
、
第
七
十
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
並

二
十
三
項
、
第
七
十
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
並

び
に
第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
「
特

び
に
第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
「
特

別
区
」
と
す
る
。

別
区
」
と
す
る
。

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政
令

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政
令

に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令

事
務

政
令

事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

建
築
基
準
法
施
行
令

第
八
条
の
二
第
一
項
（
第
八
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て

建
築
基
準
法
施
行
令

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す

（
昭
和
二
十
五
年
政

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

（
昭
和
二
十
五
年
政

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

令
第
三
百
三
十
八
号

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

令
第
三
百
三
十
八
号

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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三

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

第
二
条
の
五

法
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分

第
二
条
の
五

法
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
た

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
四
十
八

だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
四
十
八

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ

し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項

し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項

た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、

た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、

第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十

第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十

一
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
三
号
、
第
五
十
三

一
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
三
号
、
第
五
十
三

条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の

条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号

、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

、
第
五
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項

、
第
五
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項

た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号

た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第

二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
六

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
六

条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第

認
定
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
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一
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六

一
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六

十
八
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

十
八
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

三
～
二
十
七

（
略
）

三
～
二
十
七

（
略
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る

も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）

る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含
む
。
）

に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法
（

に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法
施
行
法
（

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す

る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の

る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の

を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
築
基
準
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第

二

建
築
基
準
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第

四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
一

四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
第
一

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
四
十
九
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

を
含
む
。
）
、
第
四
十
九
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
九
条
の
二
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
九
条
の
二
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
条
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
、

第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三

第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
六

項
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
六

条
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一

条
、
第
五
十
六
条
の
二
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一

項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

項
、
第
五
十
七
条
の
五
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
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第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二

第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
条
の
二

第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
（
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
六
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法

第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
、

第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
、

第
六
十
二
条
、
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第

第
六
十
二
条
、
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第

六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項

六
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第

む
。
）
、
第
六
十
八
条
の
九
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第

七
十
六
条
の
三
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
六

七
十
六
条
の
三
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
十
六

条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三

条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三

項

項

三
～
三
十
七

（
略
）

三
～
三
十
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



- 50 -

四

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
広
告
の
規
制
等
に
係
る
許
可
等
の
処
分
）

（
広
告
の
規
制
等
に
係
る
許
可
等
の
処
分
）

第
六
条

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
で

第
六
条

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
で

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
た

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
た

だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
四
十
八

だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、
第
四
十
八

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ

条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
三
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
た
だ

し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項

し
書
、
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
六
項
た
だ
し
書
、
第
七
項
た
だ
し
書
、
第
八
項

た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、

た
だ
し
書
、
第
九
項
た
だ
し
書
、
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
十
一
項
た
だ
し
書
、

第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十

第
十
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十

一
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
三
号
、
第
五
十
三

一
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
三
号
、
第
五
十
三

条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の

条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
七
条
の

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号

五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号

、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

、
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書

、
第
五
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項

、
第
五
十
九
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
三
第
一
項

た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号

た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第

及
び
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第

二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三

第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
許
可
、
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
六

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
六

条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第

認
定
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
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一
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六

一
項
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
五
十
条
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六

十
八
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

十
八
条
の
九
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

三
～
三
十
一

（
略
）

三
～
三
十
一

（
略
）
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五

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
耐
震
不
明
建
築
物
の
要
件
）

（
耐
震
不
明
建
築
物
の
要
件
）

第
三
条

法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性

第
三
条

法
第
五
条
第
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
そ
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性

が
明
ら
か
で
な
い
建
築
物
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
新
築
の
工

が
明
ら
か
で
な
い
建
築
物
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
新
築
の
工

事
に
着
手
し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
六
月
一
日
以
後
に
増
築
、
改
築
、

事
に
着
手
し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
六
月
一
日
以
後
に
増
築
、
改
築
、

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
着
手
し
、
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条

に
着
手
し
、
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
五
項
又
は
第
十
八
条

第
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
検

第
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の
交
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
検

査
済
証
の
交
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十

査
済
証
の
交
付
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十

七
条
の
十
四
第
一
号
に
定
め
る
建
築
物
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
独
立

七
条
の
十
四
第
一
号
に
定
め
る
建
築
物
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
独
立

部
分
」
と
い
う
。
）
が
二
以
上
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
独
立

部
分
」
と
い
う
。
）
が
二
以
上
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
独
立

部
分
の
全
部
に
つ
い
て
同
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
工
事
に
着
手
し
、
検
査
済
証
の
交

部
分
の
全
部
に
つ
い
て
同
日
以
後
に
こ
れ
ら
の
工
事
に
着
手
し
、
検
査
済
証
の
交

付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。

付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。

一

建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
全
体

一

建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
全
体

計
画
に
係
る
二
以
上
の
工
事
の
う
ち
最
後
の
工
事
以
外
の
増
築
、
改
築
、
大
規

計
画
に
係
る
二
以
上
の
工
事
の
う
ち
最
後
の
工
事
以
外
の
増
築
、
改
築
、
大
規

模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事

模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事

二

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
増
築

二

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
二
第
四
号
に
該
当
す
る
増
築
又
は
改

又
は
改
築
の
工
事
で
あ
っ
て
、
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築
物
の
構
造
方
法
が
同

築
の
工
事

号
イ
に
適
合
す
る
も
の

三

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
の

三

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
の

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事

大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工
事


